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第３節 テーマ② 誰もが安心して地域で暮らせる社会を

支えるために 

（１）住宅確保要配慮者への支援 

【現状と課題】 

＜空き家数及び空き家率の推移［東京都］＞ 

資料：総務省「住宅・土地統計調査」 
（注）１．1983(昭和 58)年までは、総数のみ 

２．空き家については、調査員が外観等から判断して調査 

○ 活用可能と考えられる「腐朽・破損なし」の空き家は約 69万戸存在し、この

うち、賃貸用の空き家は約 51万戸、長期不在等の空き家は約 14万戸となってい

ます。

○ 安心して居住できる住まいの確保は、地域生活の基本となるものです。

○ 東京は地価が高く、土地取得コストが高額になるため、家賃や施設の居住費が

高額になる傾向にあります。

○ 平成  30 年における都内の空き家率は約 10.6％であり、平成  10年からほぼ横

ばいとなっていますが、戸数は５年前に比べて約１万戸減少し、約81万戸 

になっています。
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＜空き家総数の内訳［東京都］＞ 

 
資料：総務省「住宅・土地統計調査」（平成30年） 

 

○ 一方、民間賃貸住宅においては、家賃の不払、入居中の事故等に対する家主の

不安などから、障害者や高齢者は不可とするなどの入居制限が行われている状況

が依然として見られます。 

＜民間賃貸住宅における入居制限の状況[全国]＞

 

資料：国土交通省「家賃債務保証業者の登録制度等に関する実態調査報告書」（令和３年度） 

(単位：万戸)

腐腐朽朽・・破破損損ななしし

((6699 ..11 ))

腐腐朽朽・・破破損損あありり

((1111 ..99 ))

合合計計

((8811 ..00 ))

0.8 3.714.1

二二次次的的住住宅宅

（（別別荘荘等等））
売売却却用用

0.1 0.5

0.9 4.2

3.9

18.0

賃賃貸貸用用

50.5

7.4

57.9

そそのの他他
（（居居住住世世帯帯がが長長期期不不在在

等等））
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○ 平成29年４月には、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律（平成19年法律第112号。以下「住宅セーフティネット法」という。）の

改正により、高齢者や障害者など住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録

制度、登録住宅の改修など、貸主への経済的な支援、住宅確保要配慮者に対する

居住支援の三つの柱からなる新たな住宅セーフティネット制度が同年 10 月から

始まりました。 

 

○ 家主が抱える不安を解消し、誰もが希望する地域で住居を確保できるようにす

るためには、住まいに関する支援だけでなく、高齢者等を社会や地域から孤立さ

せないよう、見守りや生活支援等を提供することも重要です。 

○ これらの取組を進めるためには、行政・民間を問わず、住宅部門と福祉部門が

連携して、総合的に取り組む体制を整備する必要があります。 

 

【取組の方向性】 

○ 自宅等で暮らす、見守り等が必要な高齢者等やその家族の不安を軽減するとと

もに、民間賃貸住宅において、事故やトラブルに対する家主の不安の軽減を図り、

高齢者等が円滑に入居できるよう環境整備に取り組みます。 

○ 低所得者であること、事故やトラブルに対する不安等により入居制限を受ける

ことなどを理由に、市場において自力では適正な水準の住宅を確保することが困

難な都民の居住の安定を確保するため、都営住宅、公社住宅など公共住宅等につ

いては、ストックを有効に活用しつつ、少子高齢化などの社会情勢の変化を的確

に踏まえた施策に取り組んでいきます。 

○ 空き家等を活用した住宅セーフティネット法に基づく高齢者や障害者など住

宅確保用配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅（東京ささエール住宅）を登録す
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る制度について、区市町村や不動産団体等を通じて貸主への普及啓発を図るとと

もに、住宅確保要配慮者専用住宅の改修や家賃低廉化、家賃債務保証料に係る貸

主等への補助を行う区市町村に対する財政支援に加え、耐震改修や住宅設備の改

善等に係る都の直接補助を行い、東京ささエール住宅の登録の促進を図ります。 

○ 高齢者や障害者などの住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促

進を図るため、区市町村における居住支援協議会５の設立を促進します。また、

住宅確保要配慮者に対して地域の実情に応じたきめ細かな支援を行うため、同協

議会による入居可能な賃貸住宅の情報提供やマッチングなどの活動を支援しま

す。 

○ 入居・生活支援を行うＮＰＯ法人等を都が指定する「居住支援法人制度６」の

活用により、住まい探しや見守りなど、住宅確保要配慮者を支援する取組を促進

し、民間賃貸住宅の借主と貸主双方の不安の軽減を図ります。 

○ 住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、住まいの確保に関する支援

や安否確認などの生活支援を一体的に提供する区市町村の取組を支援します。 

○ 高齢者や障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅入居を支援するため、一定

の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録する「家賃債務保証業者の登録制度」

について、不動産関係団体等との連携により貸主・借主に対し普及を図ります。 

 

（２）生活困窮者への総合的な支援体制の整備 

【現状と課題】 

○ 都は、平成20年のリーマンショック以降、低所得世帯の増加に対応して、生

活・就労相談、生活資金の貸付け等、様々な低所得者、離職者等対策事業を区市

町村と連携しながら実施してきました。令和２年のコロナ禍以降も、住居喪失不

安定就労者・離職者等サポート事業（TOKYOチャレンジネット）による住居喪失

者への支援や、多重債務者生活再生事業、受験生チャレンジ支援貸付事業などを

実施しています。 

○ 生活困窮者への支援（第二のセーフティネット）を充実・強化するため、平成

27年４月に生活困窮者自立支援制度が創設されました。本制度では、「生活困窮

者の自立と尊厳の確保」と「生活困窮者支援を通じた地域づくり」を最も重要な

目標としており、新しい支援の形として、包括的な支援、個別的な支援、早期的

な支援、継続的な支援、分権的・創造的な支援の五つが示されており、これらの

基本理念については、支援に携わる多様かつ他分野にわたる関係者間と共有し、

                                            
５ 住宅セーフティネット法に基づき、高齢者など住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進

を図るため、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携して必要な支援等を実施する組織 
６ 住宅セーフティネット法に基づき、住宅相談などの入居支援や見守り等の生活支援などを行う法人を 

指定する制度 
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適切かつ効果的な支援を展開していくため、平成 30 年改正法において明確化さ

れています。 

○ 生活困窮者自立支援制度の実施主体である区市においては、自立相談支援事業

などの必須事業に加え、任意事業として、就労準備支援事業が 46 区市、一時生

活支援事業が10区市、家計改善支援事業が48区市、子供の学習・生活支援事業

が48区市で実施されており、平成30年改正法において、その実施が努力義務と

された就労準備支援及び家計改善支援の両事業をはじめ、支援の実施体制は着実

に広まっています（令和５年４月現在）。 

○ なお、町村部については、都が実施主体として支援を実施しています。 

○ 都内の新規相談受付件数や、自立支援のために作成される計画であるプラン作

成の 10 万人当たりの月平均件数は、令和２年４月から、休業等に伴う収入減少

により住居を失うおそれが生じている方も住居確保給付金の支給対象としたこ

と等により、大幅に増加しました。その後は減少に転じていますが、物価高騰に

よる影響等が長期化する中で、複合的な課題を抱える生活困窮者を幅広く受け止

め、一人ひとりの状況に応じて、ハローワークや福祉事務所等の関係機関と連携

し、丁寧に支援していくためには、実施主体による継続的な取組が必要です。 

 

＜生活困窮者自立支援制度の体系＞ 
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緊急小口資金
総合支援資金
（初回貸付）

総合支援資金
（延⻑貸付）

総合支援資金
（再貸付）

令和２年４月〜
令和４年10月

658,277件 256,482件 190,134件 95,220件 116,441件

合 計貸付決定期間

＜都内における任意事業実施区市数の推移＞ 

 

資料：東京都福祉局調べ  ※一時生活支援事業については、都区共同事業を含まない。 

 

＜新規相談件数（10万人当たり/月）＞  ＜プラン作成件数（10万人当たり/月）＞

 
資料：「生活困窮者自立支援制度支援状況調査」（厚生労働省）より作成 

 

＜緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付決定状況＞ 

 

 

 

 

 

資料：「東京都における緊急小口資金等特例貸付（新型コロナ）にかかる調査―中間報告―」 
（社会福祉法人東京都社会福祉協議会）より作成 
 

 

○ 相談者が抱える課題は、経済的困窮を始め、多重債務、就職定着困難、発達障

害、メンタルヘルス、ひきこもりやDV（ドメスティックバイオレンス）等の家族
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の問題など、多岐にわたっています。相談者が抱える複合的かつ複雑な課題や、

困窮に陥った根本の原因を明らかにして支援を行うためには、窓口の支援員が高

い専門知識や技術・ノウハウを習得することが重要です。令和２年度から、人材

養成研修の実施主体が都道府県に移管されたことを踏まえ、より地域の実情に応

じた実践的な研修を実施することが可能となりました。 

○ 支援員に対する人材育成や任意事業の実施促進など、広域的な見地から都が区

市の取組を支援していく必要があります。 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による失業や休業に伴い減収した生活困窮

者を対象とした緊急小口資金等の特例貸付を含む生活福祉資金貸付事業や受験

生チャレンジ支援貸付事業などの支援策につながっている方の中には、単に貸付

けを行うだけでは解決できない複合的な課題を抱えている場合もあります。緊急

小口資金等の特例貸付については、令和５年１月から順次、償還が開始されてい

ることから、生活困窮者自立支援制度と連携して対応することにより、こうした

方に対してもより一層、自立の促進が図れるものとなるよう、効果的な支援を行

う体制を構築することが必要です。 

○ また、自立相談支援窓口への来所者だけでなく、公的機関につながっていない

困窮者をどう支援につなげるかも重要です。地域包括支援センターや子供家庭支

援センター、民生委員・児童委員、地域福祉コーディネーター、生活支援コーデ

ィネーター、スクールソーシャルワーカー、居住支援法人などの関係機関や地域

の方との連携を通じて、地域における課題を可視化して共有することにより、支

援が必要な方への早期・適切な対応ができるようにしていくことが必要です。 

 

【取組の方向性】 

○ 家計改善支援事業や就労準備支援事業などの任意事業を実施していない区市

への働きかけを行うとともに、困窮者に対して必要な支援が実施できるように、

区市の相談支援窓口従事者向けに研修を実施します。また、子供の学習支援や居

場所づくり、フードパントリー（食の中継地点）などの整備に取り組む区市町村

を支援します。なお、町村部においては、住民のニーズや地域資源等の状況を踏

まえ、自立相談支援事業や任意事業の機能強化等、支援の充実を検討していきま

す。 

○ 区市の自立相談支援機関の体制強化のため、自立相談支援や家計改善支援など、

事業別の従事者を対象とした研修の強化や、生活困窮に至るリスクの高い問題に

着目した課題別研修、事例検討会の開催、支援者専用相談ラインの設置、事例集

の作成配布などを体系的に実施します。 

○ 住居喪失不安定就労者等への就労・住宅相談や、多重債務者への相談、受験に

必要な塾代等の貸付けなど、区市町村の事業を補完・強化するために、広域的・
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専門的支援を引き続き実施します。 

○ 緊急小口資金等の特例貸付借受人への支援を強化するため、東京都社会福祉協

議会、区市町村社会福祉協議会及び自立相談支援機関との緊密な連携体制を引き

続き整備していきます。 

○ 地域包括支援センターや子供家庭支援センター、福祉事務所、社会福祉協議会、

民生委員・児童委員、地域福祉コーディネーター、生活支援コーディネーター、

中間的就労の場となる就労訓練事業所、子供の学習支援に取り組む民間団体など

の地域資源との連携が一層進むよう、連携の方法に関する研修や先行事例の紹介

を行うなど、区市の実情に応じた地域資源のネットワークづくりを支援します。 

○ 今後、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度間における切れ目のない連続的

な支援に向け、両制度の連携強化など、適切に対応していきます。 

 

（３）多様な地域生活課題への対応 

ア 高齢者への支援 

【現状と課題】 

○ 高齢者人口の増加に伴い、今後、要介護・要支援高齢者の増加、一般世帯に占

める高齢者単独世帯の割合の大幅な増加が見込まれます。 

○ 都内で要介護（要支援）認定を受けている高齢者のうち、何らかの認知症の症

状を有する人（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ以上）は令和４年 11 月時点で

約49万人おり、令和22年には約57万人に達すると見込まれています。 

○ 認知症の人が必要とする医療・介護・生活支援等を切れ目なく提供していくた

めには、多職種が協働して意思決定支援を行いながら、医療・介護事業者や関係

機関が連携して支援の提供を行っていくことが必要です。 

＜認知症高齢者の推計（東京都）＞ 

 
資料：「令和４年度認知症高齢者数の分布調査」（東京都福祉保健局） 

36万人 42万人

13万人
15万人

0万人

10万人

20万人

30万人

40万人

50万人

60万人

令和４年度
（2022年）

令和22年度
（2040年）

認知症高齢者の日常
生活自立度Ⅰ

認知症高齢者の日常
生活自立度Ⅱ以上

65歳以上
人口の15.6%

65歳以上
人口の15.2%約57万人

約49万人
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○ 高齢化が進行する中、都は、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営

むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供

される地域包括ケアシステムの構築を推進してきました。 

○ 地域ごとに、高齢化の進み方や地域の社会資源、地域コミュニティの在り方等

が異なるため、その特性に合った地域包括ケアシステムを深化・推進していく必

要があります。 

 

【取組の方向性】 

○ 高齢者がいつまでも健康で心豊かに暮らすことができるよう、介護予防・フレ

イル７予防を推進するとともに、高齢者自らの希望に応じた学び、趣味活動や地

域活動などの社会参加の促進に取り組みます。 

○ 医療や介護のサービスが必要な高齢者のために居宅サービスや施設サービス、

地域密着型サービスなど介護サービス基盤をバランスよく整備し、介護が必要に

なっても高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう取り組み

ます。 

○ 今後一層の増加が見込まれる介護ニーズや、生産年齢人口の減少に適切に対応

していくため、多様な人材が介護の仕事に就くことを希望し、仕事に就いた後も

やりがいを持って働ける環境を整備することで、質の高い介護人材の確保に取り

組みます。 

○ 生活の基盤となる適切な住まいを確保し、高齢者が多様なニーズに応じた居住

の場を選択できるようにすることで、地域で安全に安心して暮らすことができる

環境の整備に取り組みます。 

○ 高齢者が自らが望む生活を自立的に送れるよう、地域住民の力に加え、ＮＰＯ

法人等の活動とも連携・協働し、高齢者やその家族を地域で支え、ニーズに応じ

た生活支援サービス等が提供されるよう取り組みます。 

○ 医療・介護サービスの従事者が連携しサービス提供体制を構築することで、病

院に入院しても円滑に在宅療養に移行し、在宅での生活を維持しながら適切な医

療及び介護のサービスを受けることができるよう取り組みます。 

○ 認知症の人が、容態に応じて適切な医療・介護・生活支援等を受けることがで

きるよう、医療機関や介護サービス事業者等、様々な地域資源が連携したネット

ワークを構築することにより、認知症になっても安心して暮らせるまちの実現を

目指します。 

○ 地域課題や地域特性に応じた地域包括ケアシステムを地域ごとにマネジメン

トするとともに、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らし

                                            
７ フレイル：加齢に伴い筋力・認知症機能等の心身の活力が低下し、要介護状態となる危険性が高くな

った状態を指し、健康な状態と介護が必要な状態の中間を意味する 
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く活躍できる地域コミュニティを創出できるよう、区市町村支援に取り組みます。 

○ 介護現場における業務改善等に向け、介護サービス事業所等の更なるＤＸに取

り組みます。また、高齢者の生活の様々な場面におけるデジタルの活用やデジタ

ルデバイド是正を推進します。

イ 障害者（児）への支援

【現状と課題】

○ 障害者基本法（昭和45年法律第84号）では、「全ての国民が、障害の有無に

よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する

社会を実現する」ことが、法の目的として規定されています。また、平成 28 年

４月には、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、障害者差

別解消法８が施行されました。東京都では、平成30年度に障害者差別解消条例 ９

を制定し、行政機関等及び事業者における合理的配慮の提供について国に先駆け

て義務化したことや相談・紛争解決の仕組みを整備しました。法改正により令和

６年４月１日からは行政機関等及び事業者における合理的配慮の提供が全国的

に義務化されます。今後も引き続き、都民及び事業者が、障害及び障害者への理

解を深めるための啓発を行っていくことが重要です。

○ また、東京都では令和４年６月に、手話を必要とする方の意思疎通を行う権利

が尊重され、安心して生活することができる共生社会を実現することを目的に

「東京都手話言語条例」を制定しました。

○ 障害者が地域で生活していくためには、重度化・高齢化に対する支援の充実や、

医療的ケアへの対応、親なき後を見据えた取組等、様々な課題があります。障害

者が地域で安心して生活できるよう、地域における自立生活を支える仕組みづく

りが必要です。

○ 障害児及びその保護者が身近な地域で安心して生活していくためには、子供の

成長段階や障害特性に応じたきめ細かな相談対応や療育等の適切な支援を行う

必要があります。

障害者が地域において自立して生活し、その生活の質の向上を図れるよう、働く

機会の拡大や、適切な支援の提供などにより、障害者が能力や適性に応じて、仕

事に就き、働き続けられる環境の整備も必要です。

８ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号） 
９ 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例（平成30年10月施行）
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＜身体障害者手帳交付状況＞ 

（令和４年度末時点、単位:件） 

区分 総数 視覚障害 
聴覚・平衡 
機能障害 

音声・言語 
・そしゃく 
機能障害 

肢体不自由 内部障害 

総数 486,142 40,825 50,659 7,769 235,569 151,320 

構成比 ― 8.4% 10.4% 1.6% 48.5% 31.1% 

児 18歳未満 23,962 2,073 4,663 387 14,545 2,294 

者 18歳以上 462,180 38,752 45,996 7,382 221,024 149,026 

（福祉保健局「福祉・衛生 統計年報」） 

 

＜知的障害者「愛の手帳」交付状況＞ 

（令和４年度末時点、単位：件） 

区分 総数 
１度 

（最重度） 
２度（重度） ３度（中度） ４度（軽度） 

総数 100,907 3,268 23,533 23,163 50,943 

構成比 ―  3.2% 23.3% 23.0% 50.5% 

児 18歳未満 14,491 59 1,578 4,170 8,684 

者 18歳以上 86,416 3,209 21,955 18,993 42,259 

（福祉保健局「福祉行政・衛生行政統計 月報」） 

 

 

資料：「福祉・衛生 統計年報」（東京都福祉保健局） 
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【取組の方向性】 

○ 広く都民、事業者に対して、障害者差別解消法のハンドブックや合理的配慮等

の具体的な事例の紹介などにより、法・条例の趣旨と障害に対する理解促進のた

めの普及啓発を行います。 

○ また、東京都手話言語条例の理解促進や普及啓発、手話通訳者や手話通訳士な

どの養成を行います。 

○ 障害者本人が希望する地域で安心して暮らせるよう、障害福祉サービスの提供

体制の確保に取り組むとともに、「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」

に基づき、地域生活基盤の整備を促進しました。今後も、保健・医療・福祉等の

連携が特に必要な障害について、障害特性に応じたきめ細かな支援体制の構築を

進めます。 

○ 子供の成長段階や障害特性に応じた適切な支援が提供されるよう、障害児支援

の提供体制の確保を進めます。 

○ 障害者が、障害の特性に応じたきめ細かな支援を受けながら安心して一般就労

にチャレンジでき、企業も障害者雇用に対する不安を解消し、円滑に雇用を開始・

継続できるよう、就労支援機関による支援を充実するとともに、福祉施設の受注

機会の拡大と工賃向上の推進等により、障害者に対する就労支援の充実・強化に

取り組みます。 

 

ウ 子供・子育て支援 

【現状と課題】 

○ 核家族化の進行や地域のつながりの希薄化、などにより、妊娠・出産・子育て

に関して不安を抱える妊婦や保護者が増えています。サービスや情報提供を充実

するとともに、妊娠から出産・子育てまでの切れ目ない支援の仕組みが必要とな

っています。 

○ 都は、区市町村や事業者の整備費の負担軽減や国有地・民有地の借地料補助な

ど様々な施策を実施し、保育サービスの拡充を進めてきました。多様な保育ニー

ズに対応するため、引き続き保育サービスを拡充していく必要があります。また、

放課後等に地域で子供が安全に過ごすことのできる場の確保に取り組む必要が

あります。 

○ 子育て家庭や子供自身の抱える課題が多様化し、虐待を受けた子供や、様々な

理由により親と暮らすことのできない子供が増えています。全ての子供が健やか

に育つために、虐待防止・早期発見や自立支援など、児童の状況に応じた総合的

な取組を進める必要があります。 

○ 女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、

多様化、複合化しており、新たな女性支援の強化が喫緊の課題となっています。 
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【取組の方向性】 

○ 妊娠・出産に関する正しい知識の普及啓発や、電話やメールでの相談等を行う

とともに、全ての子育て家庭の状況を妊娠期から把握し、継続した支援を行うた

め、保健師等の専門職による全ての妊婦との面接や、産後ケア・産婦健康診査・

家事育児サポーター派遣等を行う区市町村の取組を促進していきます。また、多

胎児を育てる家庭に対して、多胎育児の経験者による交流会等の実施などを行う

区市町村を支援します。 

○ 認可保育所や認証保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、

事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業、定期利用保育事業、保護者の就労等の

有無にかかわらず、保育所等で児童を定期的に預かる仕組み等、地域の実情に応

じた多様な保育サービスの展開を図ります。 

○ 子育てひろばやショートステイなどの拡充により、子育て家庭を地域で支える

仕組みの充実を図ります。また、配食や宅食を通じて家庭の生活状況を把握し、

必要な支援につなげる子供食堂の取組を支援するとともに、学童クラブなど、子

供たちの放課後の居場所を確保できるよう支援します。 

○ 区市町村の子育て支援機関と児童相談所との連携を強化します。また、児童相

談所の体制を強化し、児童虐待の未然防止と早期対応等の取組を更に推進します。 

○ 被虐待児童や個別的ケアが必要な子供たちが、それぞれの状況や課題に応じた

養育・ケアを受け、健やかに育ち自立できるよう、社会的養護の充実・強化に取

り組みます。 

○ ひとり親家庭が地域で自立した生活ができるよう、相談支援の質の向上や就業

支援の充実、子供の学習支援の推進などに取り組んでいきます。 

○ 「困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する東京都基本

計画」に基づき、対象者の把握から地域での自立まで、多様な支援の切れ目ない

提供、若年女性への支援の推進、女性への相談支援体制の強化等に取り組んでい

きます。 

 

エ 若者への支援 

【現状と課題】 

○ 若者を取り巻く社会環境は、新型コロナウイルス感染症を受けて、大きく変化

しています。 

○ 近年、デジタル化の進展に伴い、Ｘ（旧Twitter）等のソーシャルメディアや

YouTube等の動画投稿・共有サービスといった様々なサービスが普及しています。

総務省の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によれば、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出自粛等の影響を受け、インターネ

ット利用の平均利用時間が増加し、2020 年度の年齢層別の比較では、20 歳代の
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平均利用時間が最も長く、次いで10歳代、30歳代となっているほか、特に、若

者はソーシャルメディアや動画投稿・共有サービスの利用時間が顕著に長いこと

が分かっています。 

○ また、地域、学校等の状況に目を向けると、地域との付き合いが希薄となって

いることに加え、人と接触する機会が減少することで、社会全体における孤独・

孤立の問題が一層顕在化しています。 

○ 全国大学生活協同組合連合会の「学生生活実態調査」によると、大学生活にお

いては、登校日数が減少し、友人と接する機会が減少したほか、2019 年と 2020

年の比較では「友達ができない(いない)・対人関係がうまくいかないこと」を気

にかける学生が増加していることが報告されています。 

○ 若者はもちろんのこと、子供、子育て中の方、外国人、高齢者、一人暮らしの

方など様々な人が集い、交わり、悩みを分かち合える様々な形の「居場所」が必

要です。 

 

【取組の方向性】 

○ 若者やその家族から幅広い分野にまたがる相談を一次的に受け付け、就労や保

健、医療等の適切な支援につなぎ、若者の社会的自立を後押しします。 

○ 区市町村における子供・若者に対する支援体制の整備及び支援活動の推進を図

ることを目的に、子供・若者総合相談センターの開設に係る経費等の補助を行い

ます。 

○ 誰でもどこでも悩みの相談先を探せるよう支援機関の情報を提供するポータ

ルサイトを運営します。 

○ 誰もが求める「居場所」を地域に創出するなどの取組を進めます。 

 

オ ヤングケアラーへの支援 

【現状と課題】 

○ ヤングケアラーとは、法令上の定義はありませんが、一般に、「本来大人が担

うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子供」とされて

います。 

○ 国の要保護児童対策地域協議会を対象とした「ヤングケアラーの実態に関する

調査研究報告書」（令和３年３月）の都分集計によると、ヤングケアラーの概念

を認識していない自治体が約１割存在するとともに、認識していてもその実態を

把握している自治体は約４割にとどまっています。 

○ ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うこ

とで本人の育ちや教育に影響があるといった課題があり、支援が必要なヤングケ

アラーに対しては、関係機関・団体等が緊密に連携して早期に発見して、適切な
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支援につなげる取組が求められます。 

 

出典：（一社）日本ケアラー連盟 

 

【取組の方向性】 

○ ヤングケアラーへの支援については、令和４年度に立ち上げた子供政策総合推

進本部の下に設置されている、関係局で構成する「子供政策連携推進チーム」に

おいて、子供・子育て家庭が直面する複雑化・複合化した課題の一つとして取り

上げており、組織横断的に取り組んでいきます。 

○ 令和５年度に開設する、「ヤングケアラー支援ホームページ」を活用して広く

社会に向けて情報を発信し、普及啓発の取組を進めていきます。 

○ 児童・介護・医療・障害・教育分野等の多機関連携促進のため、ヤングケアラ

ー支援推進協議会の設置・運営を行うとともに、支援機関の連携のつなぎや助言

等を行うヤングケアラー・コーディネーターの配置促進支援として、区市町村に

対する補助を行います。 

○ 相談のしやすい場の整備として、ピアサポート等の悩み相談、家事支援ヘルパ

ー派遣等を行う団体、悩みや経験を共有するオンラインサロンを設置運営する団

体を支援するヤングケアラー相談支援等補助事業を実施していきます。 

 

カ 難病患者への支援 

【現状と課題】 

○ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号）が施行さ

れ、難病対策は重症の在宅難病患者への支援だけではなく、各疾病の特性に応じ、

多様な難病患者の社会参加の機会確保と地域社会における尊厳の保持、共生のた

めの支援策が求められています。また、難病患者に対する医療費助成が、法で明

確に位置付けられ、助成対象となる指定難病は、令和３年11月１日現在338 疾

病となっています。 

○ 難病は、その希少性により、発症してから確定診断までに長期の時間を要する

場合も多いことから、できる限り早期に正しい診断ができる体制を構築するとと

もに、診断後、状態が安定している場合にはより身近な医療機関で適切な医療を

受けることができる体制を構築するなど、医療の充実が必要です。 

○ 患者等が安心して生活を継続するためには、様々な支援機関が患者等に関する

情報共有を図り、地域において適切な支援を切れ目なく行うことが求められてい
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ます。あわせて、患者等が地域で尊厳を持って生活することができるよう、難病

に対する正しい知識や関連するサービス等の周知を図ることが求められていま

す。 

○ 医師をはじめ、地域で患者等を支える多様な人材が必要とされています。患者

等が、そのニーズに応じて、地域で安心して療養生活を送れるよう、患者を支え

る専門職の知識や資質の向上を図っていくことが求められています。 

 

【取組の方向性】 

○ 難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院及び難病医療協力病院を指定

するとともに、地域のかかりつけ医も含めたネットワークを構築し、早期診断か

ら在宅での療養生活まで切れ目ない医療の提供を図ります。また、引き続き医療

費等の助成を着実に実施します。 

○ 難病患者が地域で質の高い療養生活を送ることができるよう、地域の実状に応

じた支援体制の整備に向け、保健所等が中心となり難病対策地域協議会の設置な

ど、関係機関等の連携を進めます。 

○ 難病相談・支援センターについて、患者等のもつ様々なニーズに対応した相談

や支援を通じて、地域における患者等支援対策を推進します。患者のニーズに沿

った、より専門的・効果的な相談支援が図れるよう、多くの疾病に対応できる体

制整備を目指します。 

○ 療養生活を支える様々な職種について、専門職としての資質を向上するため、

関係機関と連携しながら、難病に関する最新の知識や技術を提供する機会の充実

を図ります。 
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キ がん患者への支援 

【現状と課題】 

○ がんは、昭和52年から都民の死因の第１位であり、およそ４人に１人が、が

んで亡くなっています。 

＜主要死因別死亡者数（東京都）＞ 

 

資料：「人口動態統計（令和３年）」（東京都福祉保健局） 

 

○ がんの75歳未満年齢調整死亡率１０は、徐々に減少しているものの、生涯のう

ち国民の２人に１人が、がんに罹
り

患すると推計されており、また、高齢になるほ

ど罹患率１１は増加することから、今後も高齢化に伴う、都民のがん患者数やがん

による死亡者数はますます増加していくことが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
１０ 年齢構成の異なる地域で死亡率が比較できるよう、年齢構成を調整した死亡率（人口10万対）。高齢

化の影響を極力取り除くため「75歳未満」の年齢調整死亡率を用いている。 
１１ 対象とする人口集団から、一定の期間に新たにがんと診断された数（罹患数）を、対象集団の人口で

割ったもの。 

悪性新生物（がん）

34,341人

26.9%

心疾患

19,002人

14.9%

老衰

13,951人

10.9%

脳血管疾患

8,913人

7.0%

肺炎

5,865人

4.6%

不慮の事故

2,830人

2.2%

その他

42,747人

33.5%

令令和和３３年年

112277,,664499人人
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＜がんの75歳未満年齢調整死亡率の推移＞ 

 
資料：「がん登録・統計」（国立がん研究センターがん情報サービス） 

 

○ 都内には、高度ながん医療提供施設として、国が指定するがん診療連携拠点病

院（以下「拠点病院」という。）、地域がん診療病院、また、拠点病院と同等の機

能を有する病院として都が指定する東京都がん診療連携拠点病院や、がん種ごと

に専門的医療を提供する病院として東京都がん診療連携協力病院が整備されて

います。 

○ 都内は、交通網が発達していること等から、住所地から離れた地域に所在する

拠点病院等で治療する患者も多くいますが、高齢のがん患者は、がん以外の疾患

を抱えている場合も多く、地域において福祉的な支援等を受けながら、安心して

治療や緩和ケア、相談支援等を受けられる体制を確保していくことが必要です。 

○ 小児・AYA世代１２のがん患者は介護保険の対象とならない等、在宅療養に際し

て利用可能な公的な支援制度が限られているため、在宅での療養時に必要な支援

を十分に受けることができません。 

 

【取組の方向性】 

○ がん対策基本法（平成18年法律第98号）に規定する都道府県計画である「東

京都がん対策推進計画」に基づき、がん対策の推進に取り組んでいきます。 

○ 拠点病院等において、専門的ながん医療を提供していくとともに、患者が安心

して地域の医療機関や在宅に移行できるよう、病院間の連携の推進や地域の医療

機関等のがんに関する知識及び技術の向上、在宅で療養する患者の病状変化時に

速やかに入院できる体制の確保など、地域における切れ目のない医療及び緩和ケ

アの提供体制を構築していきます。 

                                            
１２ Adolescent and Young Adult世代の略。主に15歳以上40歳未満の思春期及び若年成人世代を指す 
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○ また、在宅医療・緩和ケアを担う人材育成については、拠点病院等及び都が、

関係団体と連携し、推進していきます。 

○ 拠点病院等及び都は、がん相談支援センターの取組を広報するとともに、家族

の介護等の社会的課題を抱える患者をがん相談支援センターにつなげるための

取組を進めていきます。 

○ さらに、医療技術の進歩等により、がん患者の生存率は大きく向上しており、

がんに罹患しても、早期に発見され適切な治療を受ければ、罹患前と変わらず生

活することができる場合も多くなってきたことや、必ずしも仕事を直ちに諦める

必要はないことなど、都民に正しい理解を促します。 

○ 小児・AYA世代のがん患者の在宅療養を支援する区市町村への補助を実施します。 

 

ク 自殺対策 

【現状と課題】 

○ 都の自殺者数は、平成23年の2,919人をピークに減少傾向にありましたが、

令和２年以降は増加傾向に転じ、令和４年は、2,194人となりました。 

○ 都の自殺者数の約３分の２を男性が、約３分の１を女性が占めています。男女

別にみると、男性は、40歳代後半から50歳代が最も多く、女性は、40歳代及び

50歳代前半で多い傾向が続いていましたが、令和３年には特に20歳代の女性が

大幅に増加しました。 

○ 自殺の背景には、健康問題や経済問題、就労や働き方の問題など、様々な要因

が複雑に絡み合っていることから、福祉、医療、経済、教育等との連携のもと、

「生きることの包括的な支援」として、自殺対策をより一層推進していく必要が

あります。 

 
資料：人口動態統計（厚生労働省） 
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【取組の方向性】 

○ 令和５年３月に策定した「東京都自殺総合対策計画～こころといのちのサポー

トプラン～（第２次）」に基づき、福祉、医療、経済、教育等との連携のもと、

「生きることの包括的な支援」として自殺対策を推進し、誰も自殺に追い込まれ

ることのない社会の実現を目指します。 

○ 保健、医療、福祉、労働、教育等の関係機関、NPO等の民間団体及び行政機関

等から構成される「自殺総合対策東京会議」を運営し、自殺対策の取組成果の報

告や都の計画の進捗管理・評価の検証等を行います。あわせて検証結果を区市町

村に還元し、区市町村における自殺対策を推進します。 

○ 自殺の背景となる、多重債務、いじめ、過労、健康問題、家庭問題などに関す

る相談に的確に対応するため、各相談・支援機関において情報共有を図り、相互

に顔の見える関係を築くなど、連携協力体制の強化を進めます。 

○ 悩みを抱える方を社会全体で支える取組を推進するため、自分の周りにいるか

もしれない自殺を考えている方の存在に気付き、思いに寄り添い、声を掛け、話

を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守っていくというゲートキーパーの存

在やその役割について、様々な媒体を通じた普及啓発を進めます。また、区市町

村や職場が実施するゲートキーパー養成研修等での活用を想定した資材の作成

等を通じて、区市町村等の取組を支援します。 

○ 生きづらさを抱える方や孤独・孤立のリスクを抱えるおそれのある方が、孤立

する前に、地域とつながり、支援につながるよう、民間団体等への支援を通じて

自殺対策に資する居場所づくりを推進します。 

○ 地域において自殺未遂者を継続的に支援し、自殺未遂者が安定した生活を送る

ことができるよう、区市町村をはじめとする地域の支援機関の体制強化に取り組

みます。 

 

ケ ひきこもりの方等への支援 

【現状と課題】 

○ ひきこもりは、特定の「疾病」や「障害」を指すものではなく、様々な要因が

背景になって生じる「状態」です。具体的な要因としては、人間関係の不信、不

登校等のほか、発達障害などが見られることもあり、家庭内で潜在化し、外部の

相談・支援に結び付きにくい傾向があります。このような状態が長期化すれば、

心身の健康に深刻な影響が生じる場合もあります。 

○ ひきこもりに関する支援状況等調査の関係機関（保健所、生活困窮者自立相談

支援機関、民間支援団体等）への調査結果によると、ひきこもりの当事者の年齢

は若年層が多い傾向にあるものの、全年齢に渡って幅広く分布しています。 
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＜当事者の年齢＞ 

 
資料：「ひきこもりに関する支援状況等調査結果」（令和３年４月東京都）より抜粋 

 

○ また、当事者の同居者の有無は、「同居者あり（家族）」は76.9％で、当事者の

多くが家族と同居しており、主たる生計維持者は親が 75.1％と最も多い結果と

なっています。また、親の年齢層は、60歳代以上が46.0％と、「8050問題」と言

われるように、高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「今後、取り組む必要があると思われること」は、身近な地域における相談体

制の充実、地域における連携ネットワークづくり、居場所の運営の順で多い結果

となっています。 

○ 「情報発信の方法」は、「ホームページへの掲載」が37.9％と最も多く、「自治

体広報紙への掲載」、「リーフレット・チラシの作成・配布」の順に続き、相談・

支援機関が様々な方法を活用して、広報・情報発信を行っていることが分かりま

す。一方で、「中高年層への相談・支援における課題」において「相談・支援に至

るまでに長期間経過しており、対応が難しいと感じる」という回答が２番目に多

かったことから、「相談して良い悩みである」という普及啓発や、相談先等につ

いての情報発信が不足していることが考えられます。 

○ 「ひきこもりに係る知識・技能不足」は、「若年層への相談・支援における課

題」では、２番目に、「中高年層への相談・支援における課題」では４番目に多い

回答となっており、関係機関は若年層・中高年層いずれにおいてもひきこもりに

＜主たる生計維持者＞ ＜当事者の同居の有無等＞ 
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係る知識や技能が不足していると感じていることが分かります。 

○ 次に、地域包括支援センターへの調査結果によると、担当地区におけるひきこ

もりの状態にある当事者を把握している（したことがある）と回答した地域包括

支援センターが９割以上という結果になっています。 

○ また、ひきこもりの状態にある当事者を新たに把握する頻度は、年1件以上が

９割以上であったことから、地域包括支援センターが、当事者の存在を把握する

ことが多いことが分かります。 

○ 次に、民生委員・児童委員（以下「民生委員」という。）への調査結果による

と、担当地区におけるひきこもりの状態にある当事者を把握している（したこと

がある）と回答した民生委員は37.7％という結果になっています。 

 

＜担当地区におけるひきこもりの状態にある方の把握状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ また、ひきこもりの状態にある当事者を新たに把握する頻度は、「ほとんどな

い」が65.3％であったことから、地域で様々な相談に応じ、支援活動を行う民生

委員でも、把握することが少ないことが分かります。 

○ こうした結果を踏まえ、「東京都ひきこもりに係る支援協議会」（以下「支援協

議会」という。）で議論を重ね、取りまとめた提言では、「都民及び関係者への普

及啓発・効果的な情報発信」、「一人ひとりの状態・状況に応じたきめ細かな支援」、

「切れ目のない支援体制の整備」の３つの視点を基本として、以下のとおり、ひ

きこもりに係る支援に取り組むことが重要であることが示されています。 

○ ひきこもりへの偏見を排除し、当事者や家族を地域から孤立させないよう、正

しい理解の促進に向けた普及啓発や情報発信を行う必要があります。 

○ 当事者や家族が、安心して相談や支援を求められるよう、「ひきこもりは特別

な人に特別に起こることではなく、誰にでも起こりうること」、「当事者一人ひと

りの心情に寄り添い、時々の状況に応じた対応が必要」というメッセージを当事

者や家族、社会全体に発信し、ひきこもりへの理解を促進することが重要です。 

○ 当事者の多様性を踏まえて、一人ひとりの状況と心情に合った、無理のない、

（地域包括支援センター） （民生委員） 
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受け入れられやすい支援を粘り強く行うことが必要です。 

○ 支援に当たっては、就労や自立などのゴールありきではなく、当事者が何を望

んでいるかという視点で、当事者に寄り添った、きめ細かな支援を継続すること

が重要です。 

○ 当事者が地域の活動等に参加できるよう環境を整え、当事者・家族に寄り添い、

見守り、伴走し続ける地域の理解者や協力者を広げることが必要です。 

○ 支援者のひきこもりに関する理解促進、支援ノウハウや関係機関との調整など、

スキルの向上を図る必要があります。 

○ 当事者や家族が早期の相談・支援につながり、世帯全体の複合的な課題に対応

するためには、身近な地域において、相談体制の充実を図るとともに、多様な関

係機関が有機的に連携して「切れ目のない支援」にあたる必要があります。 

 

【取組の方向性】 

○ 支援協議会の提言を踏まえ、以下のとおり、ひきこもりに係る支援に取り組む

ほか、地域での支援体制づくりが進むよう、都と区市町村による「ひきこもりに係る支

援推進会議」において、都の施策や区市町村の好事例等を情報共有するなど、取組

を進めていきます。 

○ ひきこもりへの正しい理解を促進するため、インターネット広告、新聞広告、

交通広告等による普及啓発を実施します。 

○ 区市町村のひきこもり相談窓口や関係機関等を紹介するリーフレットを作成

し、都民等に周知します。 

○ ひきこもりに関する講演会を開催します。 

○ 都のひきこもりに関する相談窓口「東京都ひきこもりサポートネット」におい

て、ひきこもりの状態にある当事者や家族等から、電話、メール、訪問、来所に

よる相談に応じるとともに、ピアサポーター（ひきこもりの経験がある方やその

家族）によるオンライン相談を実施し、当事者・家族の状態・状況に応じたきめ

細かな支援を行います。 

○ 当事者や家族が、活動の場など多様な地域資源を安心して利用できるよう、支

援のポイント等をまとめた「ひきこもり等のサポートガイドライン」を広く区市

町村や関係機関、支援団体等に周知します。 

○ また、サポートガイドラインの理念に沿って相談対応や居場所の提供等を都内

で行う支援団体等の情報を発信していくとともに、当該団体等と連携して当事

者・家族をサポートします。 

○ 支援協議会の提言やサポートガイドラインを踏まえ、区市町村職員、関係機関

職員、民生委員・児童委員、支援団体等を対象に、当事者・家族等へのサポート

に必要な知識や技術に関する研修を行います。 
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○ より多くの区市町村がひきこもり支援事業を開始できるよう、その立ち上げ経

費を補助するほか、東京都ひきこもりサポートネットに設置した多職種専門チー

ムが複雑・困難な事例に対し適切に助言するなど、ひきこもり支援の充実に取り

組む区市町村を支援します。 

○ 区市町村ごとの取組状況や連携の在り方に応じた情報共有、意見交換、事例検

討を実施することにより、各区市町村における連携ネットワークの構築を支援し

ます。 

 

コ 在住外国人等への支援 

【現状と課題】 

○ 東京には様々な民族・宗教・文化的背景を持つ人々が暮らしており、都内の在

住外国人は近年の大幅な増加・多様化を受け、令和５年１月現在187の国・地域

の58万１千人、人口の約４％に上っています。 

 

東京都総務局「東京都の人口」※ 各年１月１日現在 

 

○ 都は、平成27年度に「東京都多文化共生推進指針」を策定し、「多様性を都市

づくりに生かし、全ての都民が東京の発展に向けて参加・活躍でき、安心して暮

らせる社会の実現」を目標として、様々な施策を展開しています。 

○ コロナ禍の中で、経済困窮や言葉・制度・心の壁など外国にルーツを持つ人々

が抱える課題が浮かび上がる一方で、アフターコロナにおいては在住外国人の増

加・多様化がさらに進むことが予想されることから、地域における多文化共生を

いっそう推進し、在住外国人等への支援を充実する必要があります。 

 

【取組の方向性】 

○ 都は、地域コミュニティの活性化を支援する（公財）東京都つながり創生財団

とともに、外国にルーツを持つ人々に向けた情報発信や相談事業・通訳支援、地

域日本語教育の推進、災害時の支援、多文化共生に関わる人材育成などの事業を

展開していきます。 

2.50%
2.70%
2.90%
3.10%
3.30%
3.50%
3.70%
3.90%
4.10%
4.30%

15万人

20万人

25万人

30万人

35万人

40万人

45万人

50万人

55万人

60万人

外外国国人人人人口口 総総人人口口にに占占めめるる比比率率

◆東京都の外国人人口 

 2023年1月現在 

 581,112 人 
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○ 国や区市町村、国際交流協会、NPO等の外国人支援団体、社会福祉協議会、地

域のボランティア日本語教室など、様々な主体と連携・協力し、ネットワークを

強化することによって、都域全体における支援を充実していきます。 

○ 外国にルーツを持つ人々に対しては、暮らしの中で必要な言語コミュニケーシ

ョンの基盤を整備するとともに、行政窓口がそうした人々に対応する能力を高め

るなど、教育、医療、就労、居住、防災、福祉といった生活各分野における環境

整備を進めます。また、外国にルーツを持つ人々と交流し、受け入れるための地

域づくりと意識醸成を行っていきます。 

○ 「やさしい日本語」については、外国にルーツを持つ人々はもちろん、障害者

や高齢者、子供など多様な人々との交流に役立つことから、地域における普及を

進めていきます。 

 

（４）権利擁護の推進 

ア 権利擁護に関する総合的な取組 

【現状と課題】 

○ 都は、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない方に対し、

自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助、日常金銭管理サービスや

書類預かりサービスを提供する社会福祉協議会の取組を支援しています。 

○ これらの対象者に加えて、都独自に、判断能力はあるが要介護等で支援が必要

な高齢者と身体障害者に対しても支援を行っています。 

○ これらと併せて、福祉サービスの円滑な利用を目的とした一元的な利用相談窓

口や、サービスの適切な利用と権利侵害の未然防止・解決を図るための苦情対応

機関を住民に身近な区市町村に設置することで、福祉サービスの利用支援体制の

構築を図っています。 

○ 判断能力が更に低下した場合には、成年後見制度の利用が必要となるため、こ

の相談窓口では、成年後見制度の利用相談も行い、制度の利用につなげています。 

○ 令和３年４月、区市町村において包括的な支援体制の構築を図る重層的支援体

制整備事業が創設されました。これまで構築してきた権利擁護支援の地域連携ネ

ットワークを包括的支援体制の中に位置付け、連携を図っていくことが重要とな

っています。 

○ 一方で、判断能力が十分ある段階での支援も求められています。高齢者人口の

増加に伴い、一般世帯に占める高齢者単独世帯の割合の増加が見込まれます。判

断能力が十分なうちに終活等、将来の準備をしておきたいという高齢者のニーズ

に対応することが求められています。また、障害者が地域で安心した生活を送っ

ていくためにも、保護者などが抱える不安の解消に対応することも求められてい

ます。 
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【取組の方向性】 

○ 区市町村が行う、福祉サービスの利用援助、福祉サービスの利用に際しての苦

情対応、成年後見制度の利用相談、判断能力が十分とはいえない方の権利擁護相

談など、福祉サービスの利用者等に対する支援を総合的・一体的に実施するため

の体制整備を支援します。 

○ 権利擁護支援の地域連携ネットワークと重層的支援体制整備事業は、地域の多

様な主体が連携して地域の課題に取り組むという共通点をもっています。全ての

住民が、一人ひとりの暮らしと生きがいを社会全体で支え合いながらともに創っ

ていくという地域共生社会の理念の実現に向け、双方の連携を推進します。 

○ 単身の高齢者などが、判断能力があるうちから将来の生活への準備ができるよ

う、終活等を支援する総合的な相談窓口を設置し、任意後見などの必要な制度等

へとつなぐ体制整備を行う区市町村を支援します。 

 

イ 成年後見制度の利用促進 

【現状と課題】 

○ 平成12年に始まった成年後見制度は、認知症や、知的障害、精神障害等によ

り判断能力が十分でない方の財産管理や身上保護を、代理権や同意権・取消権が

付与された成年後見人等が行う仕組みであり、高齢者等の消費者被害や虐待等の

防止にも効果のある制度です。 

○ 都は、成年後見制度の積極的な活用を図るため、後見人等のサポートや地域資

源との連携を図る成年後見制度推進機関１３（以下「推進機関」という。）を住民

に身近な区市町村が設置するよう、支援を行っており、現在、都内の 53 区市町

村に設置されています。 

 

                                            
１３ 成年後見制度の利用相談、申立支援や後見人のサポート、地域ネットワークの活用、社会貢献型後見

人（市民後見人）の養成等を実施しており、区市町村の社会福祉協議会等が主に担っている。 
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資料：東京都福祉局作成 

 

○ 都内における成年後見制度の申立実績は、ここ数年は約5,000件程度で推移し

ています。 
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○ 平成28年５月、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29

号）が施行され、平成29年３月には、第一期成年後見制度利用促進基本計画（以

下「第一期計画」という。）が閣議決定されました。 

○ 第一期計画では、区市町村の役割として、中核機関の設置、地域連携ネットワ

ークの段階的整備が示されました。また、中核機関に期待される機能の段階的・

計画的整備を図るため、成年後見制度の利用促進に関する基本的な計画（以下「市

町村計画」という。）の策定が努力義務化されました。 

○ 平成31年４月東京都社会福祉協議会は、東京家庭裁判所及び東京都との協議

のもと、三士会（弁護士会、司法書士会、社会福祉士会）をはじめとする関係機

関からの意見も踏まえて、適切な後見人等の選任支援と、選任後の後見人支援を

内容とする「地域と家庭裁判所の連携による成年後見制度の新たな選任・利用支

援のしくみ」（以下「新たなしくみ」という。）を推進機関に提示し、利用者の意

思決定支援と身上保護を重視した後見業務の実現に取り組んでいます。 

○ 都内では、区市町村が設置している推進機関が、地域の実情に応じて「新たな

しくみ」の考え方を実践することで、中核機関に求められる役割（制度の広報、

相談支援、担い手の育成等を含む成年後見制度利用促進、親族後見人を含む後見

人支援等）を担えるよう機能強化を図っています。 

○ 都は、家庭裁判所や専門職団体、推進機関等の連携を図るため、都全域の区市

町村・推進機関と関係機関が集う会議や、テーマごとに少数の自治体と家庭裁判

所が意見交換を行う連絡会を開催しています。また令和２年２月には、専門職団

体との連携をより一層深め、区市町村の支援体制を強化するため、専門職団体計

５団体と、「判断能力に困難を抱え、権利擁護、支援等が必要な方のあんしん生

活を支える制度の推進に関する協定」を締結しました。 

○ 令和４年３月に、第二期成年後見制度利用促進基本計画（以下「第二期計画」

という。）が閣議決定されました。 

○ 第二期計画では、区市町村の役割として、成年後見制度利用支援事業の推進や、

第一期計画に引き続き市町村計画の策定及び見直し、中核機関の整備とコーディ

ネート機能の強化など、地域連携ネットワークを活用して地域共生社会の実現に

向けた取組を行うことが求められています。令和５年 10 月１日時点で、基本計

画を策定済みは44自治体、中核機関設置済みは38自治体となっています。 
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＜東京都における成年後見制度の支援体制＞ 

 

資料：東京都福祉局作成 

 

【取組の方向性】 

○ 都民の誰もが身近な区市町村で成年後見制度の利用相談等が受けられるよう、

推進機関を未設置の町村に対して設置を働きかけていくとともに、中核機関設置

済みの自治体に対しては、推進機関の機能を充実し中核機関に求められる機能を

果たせるよう支援します。 

○ 家庭裁判所や専門職、関係機関との協議の場を定期的に設けて共通課題への対

応力を強化するとともに、家庭裁判所と推進機関との情報共有、推進機関相互の

情報交換、推進機関と地域の関係団体との連携を強化することで、区市町村にお

ける地域連携ネットワークの強化を支援します。 

○ 専門家を活用した区市町村担当職員への研修や、推進機関に求められる個別課

題や困難事例に関する相談支援体制を整備し、推進機関の一層の機能強化を図り

ます。 

○ 「新たなしくみ」を踏まえ、本人の状況に合った後見人候補者を推薦するマッ

チング機能の強化を図る区市町村や、選任後も親族後見人等を継続的にサポート

する区市町村を支援するとともに、推進機関職員等を対象とした意思決定支援に

関する研修を定期的に開催し、利用者の意思決定支援（自己決定）と身上保護を

重視した後見業務の実現を図ります。 

財財 政政 支支 援援 ななどど

成成年年後後見見制制度度推推進進機機関関

((中中核核機機関関））
（区市町村社会福祉協議会 等）

○利用相談・申立支援
○後見人サポート
○地域ネットワークの活用
○法人後見の実施、社会貢献型後見人の養成

・支援 など

地域の関係機関

地域包括支援センター
町内会・自治会
民生児童委員
医師会、金融機関 など

○成年後見制度の周知、利用相談
○区市町村長申立の実施
○申立経費、後見報酬の助成 など

連携

連携

連携
・

支
援

家家 庭庭 裁裁 判判 所所
○成年後見制度の利用相談
○後見人の選任（審判）
○後見人への指導・監督 など

専門職 社会貢献型親族

後見人

支
援

支
援

東東京京都都
○区市町村への支援
○制度の普及・啓発
○関係機関との連絡調整

など

利 用 者
申立

申立
申立

連
携

支援 弁護士会
司法書士会
社会福祉士会

東京都社会福祉協議会
など

関 係 機 関

区 市 町 村
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○ 島しょ地域を含む町村部に対しては、家庭裁判所や専門職団体との小規模な情

報交換会を定期的に行うなど、よりきめ細かな支援を実施していきます。 

 

ウ 社会貢献型後見人（市民後見人）の養成・活躍支援 

【現状と課題】 

○ 成年後見制度の利用促進を図るには、住民に身近な地域での相談体制の整備と

ともに、後見活動の担い手の確保が重要です。 

○ 身近に頼りになる親族がおらず経済的余裕もない場合や、地域住民によるきめ

細かな見守り等の支援が必要な場合、地域の権利擁護の担い手として活動する社

会貢献型後見人（市民後見人）が果たす役割は重要であり、地域において住民同

士の支え合い活動を進めていくためには、こうした意欲を持った人材の確保が不

可欠です。 

○ 都は、社会貢献型後見人の養成についても、候補者の選考、基礎講習の実施及

び後見人選任後の支援までを一貫して実施する区市町村の取組を支援していま

す。 

○ 令和４年度は38自治体が社会貢献型後見人養成事業に取り組み、後見活動メ

ンバー登録者数は計1,223人となっています。 

○ 養成講習修了者の中には、日常生活自立支援事業の生活支援員や法人後見の協

力員等として、地域の権利擁護事業に関わっている方もいます。 

 

【取組の方向性】 

○ 一人暮らしの高齢者や認知症高齢者等の増加を見据え、後見人の担い手を確保

するため、専門職団体とも連携し、社会貢献型後見人の養成に取り組む区市町村

を支援します。 

○ 社会貢献型後見人の選任が進むよう、後見人や監督人の選任を行う家庭裁判所

と後見人をサポートする推進機関等とが課題を協議する場を設けるなど、連携の

強化を支援します。 

○ 社会貢献型後見人の養成講習修了者の多様な活動を通じて、権利擁護支援の知

見を広げていくなど、社会貢献型後見人候補者の活躍の機会を増やす好事例を区

市町村に情報提供し、権利擁護支援と包括的支援体制の連携・推進を図ります。 

○ 令和３年３月31日付厚生労働省通知「重層的支援体制整備事業と成年後見制

度利用促進に係る取組の連携について」に「参加支援事業としては、市民後見人

養成講座の修了者の参加により、権利擁護支援の知見や活動を地域活動の実践の

中で拡げることができる。」と記載されており、都における社会貢献型後見人に

ついても、様々な地域活動への参加が期待されます。 

○ 令和５年３月に、担い手の確保・育成等の推進を目的とした「東京都後見人等
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の担い手（市民後見人・法人後見実施団体）の育成方針」を策定し、都と区市町

村それぞれの役割を定めました。 

○ 令和５年度から町村部における社会貢献型後見人の養成研修を実施するとと

もに、先進事例や講習のノウハウの情報提供を行うことで都内全域で社会貢献型

後見人の養成が進むよう支援していきます。 

 

（５）災害時要配慮者対策の推進 

【現状と課題】 

○ 区市町村の地域福祉計画において、災害時要配慮者への対策を位置付けること

が求められています。 

○ 令和３年５月の災害対策基本法（昭和36年法律第223号）改正により、自ら

避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者の避難の実効性確

保に向け、個別避難計画の作成に取り組むことが区市町村の努力義務となるなど、

避難支援等の強化が図られ、各区市町村において取組が進められているところで

す。 

○ 区市町村においては、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成や社会福

祉施設等を活用した福祉避難所の指定をはじめ、日頃の備え、発災後の応急対策、

生活の再建といった各段階に応じた対策を準備し、要配慮者支援体制を強化する

ことが求められています。 

○ 一方、都においては、各区市町村が行う上記の要配慮者対策の体制整備に対す

る支援を進める必要があります。円滑かつ迅速な避難の確保等のために、社会福

祉施設等については、施設の管理者等が非常災害対策計画を作成することとされ

ております。特に浸水想定区域等に位置し、区市町村地域防災計画に名称等を定

められた医療機関や社会福祉施設等については、水防法等に基づく避難確保計画

作成が義務付けられております。 

○ 加えて、社会福祉施設等が、高齢者や障害者、子供など自力での避難が難しい

方が多く利用する施設であるとともに、その一部は地震発生時に被災者の受入機

能を果たすことから、利用者の安心・安全を確保するため、施設の耐震化を更に

進める必要があります。 

○ 同時に、災害時に支援に当たる人員の確保が課題となっています。 

 

【取組の方向性】 

○ 区市町村が実施する、要配慮者に関する情報の共有化、関係機関との連携、避

難行動要支援者一人ひとりの個別避難計画の作成などの避難支援体制の整備や、

避難所、福祉避難所、在宅における要配慮者の生活を支援する体制の整備を支援

します。 
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○ 区市町村における要配慮者対策の一体的な向上を図るため、福祉保健・防災担

当者を対象とした研修会を開催し、取組が進んでいる自治体の事例紹介など、区

市町村間の情報共有等を行います。 

○ また、東京都災害福祉広域支援ネットワークの取組において、災害派遣福祉チ

ーム（東京ＤＷＡＴ）を設置し、福祉避難所等への福祉専門職の派遣に係る訓練

を実施するなど、災害時における区市町村の要配慮者対策を広域的、人的に支援

する体制の構築を進めていきます。 

○ 都内の民間社会福祉施設等の耐震化を促進し、利用者等の安全・安心を確保す

るため、耐震診断・耐震改修及び耐震性が確保されている建築物への移転経費の

補助を行います。 

○ 介護施設等が行う介護職員住宅の借り上げを支援することで、介護人材の確

保・定着を図るとともに、施設等による防災の取組を計画的に進め、地域の災害

福祉拠点として、災害時の迅速な対応を推進します。 

○ 要配慮者に対する処遇に専門性を有する特別養護老人ホームが、災害時における

要配慮者の受入れを可能とする設備を備えた防災拠点型地域交流スペースの整備を

支援します。 

 

 

 

～地域力による災害への備え～ 

東京では、多くの人々が集中して生活しており、首都直下地震等、大規模な災害

が発生した場合、重大な被害が発生すると想定されています。 

 阪神・淡路大震災や東日本大震災などの過去の震災では、地震発生後の住民同士

による助け合いによって多くの命が救われており、発災時における自助・共助を含

めた地域での支援の重要性が明らかになっています。 

 日頃から、地域での顔の見える関係づくりや支援のネットワークを構築するこ

とは、発災時において、より迅速できめ細やかな被災者支援を行うための基盤とし

ても機能することが期待されます。 

災害への備えとして、平常時から、住民一人ひとりが、地域に目を向けて、つな

がりをもつことが大切です。 




